
京都市告示第   号 

 京都市斎場条例第２条ただし書の規定に基づき，京都市中央斎場の受付時間を次の

とおり変更します。 

平成２１年１２月 １ 日 

京都市長 門 川 大 作 

変 更 す る 年 月 日 変 更 後 の 受 付 時 間 

平成２１年１２月 ４日（金）   

平成２１年１２月２０日（日）  午前１０時から午後４時３０分まで 

平成２１年１２月２６日（土）   

平成２１年１２月３１日（木）  午前１０時から午後６時まで   

平成２２年 １月 ３日（日） 

平成２２年 １月 ４日（月） 

平成２２年 １月１３日（水） 

平成２２年 １月３０日（土） 

平成２２年 ２月 ５日（金） 

平成２２年 ２月１６日（火） 

平成２２年 ２月２２日（月） 

平成２２年 ３月 ６日（土） 

平成２２年 ３月１７日（水） 

平成２２年 ３月２３日（火） 

 午前１０時から午後４時３０分まで 

                   （保健福祉局保健衛生推進室生活衛生課） 
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